
JP 5711852 B2 2015.5.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）電池セル自体、又は２つ又はそれ以上の電池セルが内蔵された単位モジュールを積
層した構造の電池モジュールが２列以上配列されている電池モジュール配列体と、
（ｂ）前記電池モジュール配列体の最外側の電池モジュールに密着された状態で電池モジ
ュール配列体の前面及び後面をそれぞれ支持する一対の側面支持部材（前面支持部材及び
後面支持部材）と、
（ｃ）前記側面支持部材の下端に結合されて電池モジュール配列体の下端を支持する下端
支持部材と、
（ｄ）前記側面支持部材の上端が結合されており、電池モジュールの端部が結合されてお
り、一端部が外部デバイスに締め付けられる構造となっており、且つ角形垂直断面の角管
で構成されている２個以上の第１上部装着部材と、
（ｅ）前記第１上部装着部材と垂直に交差するようにして第１上部装着部材の上端に結合
されており、両端部が外部デバイスに締め付けられる構造となっており、且つ角形垂直断
面の角管で構成されている第２上部装着部材と、
（ｆ）電池モジュール配列体の後面に配置されており、両端部が外部デバイスに締め付け
られる構造となっており、且つ角形垂直断面の角管で構成されている後面装着部材と、
を備え、
前記電池モジュール配列体と前記第１上部装着部材との間に上部プレートがさらに装着さ
れ、
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前記電池モジュール配列体は、前記電池モジュール配列体の質量を前記第１上部装着部材
が支え得るように、該第１上部装着部材の下端に固定された前記上部プレートに結合され
ている、
ことを特徴とする電池パック。
【請求項２】
前記電池セルは、板状型の電池セルであることを特徴とする、請求項１に記載の電池パッ
ク。
【請求項３】
前記電池セルは、ラミネート電池ケースに電極組立体が内蔵されている構造となっている
ことを特徴とする、請求項１に記載の電池パック。
【請求項４】
前記角管は、中空型の四角バー（ｂａｒ）であることを特徴とする、請求項１に記載の電
池パック。
【請求項５】
前記側面支持部材は、電池モジュール配列体の最外側の電池モジュールに接する本体部、
前記本体部の外周縁から外側方向に突出した形状の上端壁と下端壁、及び一対の側壁を有
していることを特徴とする、請求項１に記載の電池パック。
【請求項６】
前記側面支持部材の上端壁は、第１上部装着部材に対して溶接又はボルト締めで結合され
ていることを特徴とする、請求項５に記載の電池パック。
【請求項７】
前記側面支持部材は、矩形の平面形状を有することを特徴とする、請求項１に記載の電池
パック。
【請求項８】
前記下端支持部材の下部には、両側端部が側面支持部材にそれぞれ結合された下部プレー
トがさらに装着されていることを特徴とする、請求項１に記載の電池パック。
【請求項９】
前記下端支持部材は、電池モジュールの両側下端部をそれぞれ支持する４個の部材で構成
されていることを特徴とする、請求項１に記載の電池パック。
【請求項１０】
前記第１上部装着部材は、電池モジュール配列体の両側上端部にそれぞれ結合される２個
の両端部材、及び電池モジュール配列体の中央に結合される１個の中央部材で構成されて
いることを特徴とする、請求項１に記載の電池パック。
【請求項１１】
前記第１上部装着部材において外部デバイスとの締め付けのための一端部は、第２上部装
着部材の高さだけ上方に折れ曲がっていることを特徴とする、請求項１に記載の電池パッ
ク。
【請求項１２】
前記上部プレートは、第１上部装着部材に対応する部位が凹んでいることを特徴とする、
請求項１に記載の電池パック。
【請求項１３】
前記下部プレートは、ワイヤーが通過する空間を確保するために、後面装着部材の後方に
伸延していることを特徴とする、請求項８に記載の電池パック。
【請求項１４】
前記第１上部装着部材の他端部は、後面装着部材の上端に結合されていることを特徴とす
る、請求項１に記載の電池パック。
【請求項１５】
前記第１上部装着部材の上端に、前記第２上部装着部材と平行に補強ブラケットがさらに
装着されていることを特徴とする、請求項１に記載の電池パック。
【請求項１６】
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前記第１上部装着部材の少なくとも一つの上端には、安全プラグを固定するためのＵ字形
のブラケットがさらに装着されていることを特徴とする、請求項１に記載の電池パック。
【請求項１７】
前記後面装着部材は、電池モジュール配列体の後面に装着される冷却ファンの両側面及び
下面を取り囲むようにＵ字形のフレーム構造となっていることを特徴とする、請求項１に
記載の電池パック。
【請求項１８】
前記後面装着部材の両端部は、外部デバイスへの結合が容易となるように、前記第２上部
装着部材と平行に折れ曲がっており、折れ曲がった部位には締め付け孔が形成されている
ことを特徴とする、請求項１に記載の電池パック。
【請求項１９】
請求項１に記載の電池パックを電源として使用することを特徴とする、電気自動車、ハイ
ブリッド電気自動車、又はプラグ－インハイブリッド電気自動車。
【請求項２０】
前記電池パックが、車両のトランク下端部、又は車両のリアシートとトランクとの間に装
着されることを特徴とする、請求項１９に記載の電気自動車、ハイブリッド電気自動車、
又はプラグ－インハイブリッド電気自動車。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造的信頼性に優れる電池パックに係り、特に、単位モジュールを倒立形態
に立てて積層した構造の電池モジュールが２列以上配列されている電池モジュール配列体
、電池モジュール配列体の前面及び後面をそれぞれ支持する一対の側面支持部材、電池モ
ジュール配列体の下端を支持する下端支持部材、側面支持部材の上端が結合されている２
個以上の第１上部装着部材、第１上部装着部材と垂直に交差するようにして第１上部装着
部材の上端に結合されている第２上部装着部材、及び電池モジュール配列体の後面に配置
されている後面装着部材を備えてなる電池パックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガソリン、軽油などの化石燃料を使用する車両の最大の問題点の一つは、大気汚染を誘
発するという点である。このような問題点を解決する方案として、車両の動力源を充放電
可能な二次電池とする技術が関心を集めてきており、例えば、バッテリーのみで運行可能
な電気自動車（ＥＶ）、バッテリーと既存のエンジンを併用するハイブリッド電気自動車
（ＨＥＶ）などが開発され、一部は商用化されている。ＥＶ、ＨＥＶなどの動力源として
の二次電池は、主として、ニッケル金属水素（Ｎｉ－ＭＨ）電池が使用されているが、最
近ではリチウムイオン電池などの使用も試みられている。
【０００３】
　このような二次電池がＥＶ、ＨＥＶなどの動力源として使用されるには高出力・大容量
が要求されるが、そのために、多数の小型の二次電池（単位電池）を直列に連結したり、
場合によっては直列及び並列に連結して電池モジュール及び電池パックを構成している。
【０００４】
　一般に、電池パックは、二次電池の内蔵されている電池モジュールを保護するための構
造物であり、対象車両の種類や車両への装着位置によって様々な形態を有している。
【０００５】
　例えば、大容量の電池モジュールを效果的に固定するために、剛性のある下部プレート
に電池モジュールを固定させる形態で電池パックの構造物を構成する方式がある。このよ
うな構成方式は、個別の電池モジュールを下部プレートに固定する方式であり、下部プレ
ートの構造的な剛性により電池パックの振動及び耐久性などの信頼性を確保する。しかし
ながら、このような構造は、下部プレートの剛性が十分に確保されなければならないとい
う問題点がある。
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【０００６】
　このような構造の一例として、図１には、一つの電池モジュールで構成された従来の電
池パックの斜視図が例示されている。
【０００７】
　図１を参照すると、電池パック１００は、二次電池が内蔵されている単位モジュール１
０、下部プレート２０、一対の側面支持部材３０、及び一対の上端支持部材４０で構成さ
れている。
【０００８】
　下部プレート２０の上部には単位モジュール１０が垂直に立てられて積層されており、
側面支持部材３０は、下部プレート２０に下端が固定された状態で最外側の単位モジュー
ル１０の外面に密着されている。
【０００９】
　上端支持部材４０は、一対の側面支持部材３０を相互連結して支持するために、側面支
持部材３０の上部両側を連結している。
【００１０】
　しかしながら、上記構造の電池パックは、一つの電池モジュールのみを使用しているた
め容量が小さく、よって、高出力及び大容量の電池パックを必要とする車両のような外部
デバイスには適用し難いという問題点があった。
【００１１】
　そこで、高出力及び大容量を確保するために２列以上配列された電池モジュールを含む
電池パックを、振動及び衝撃に対する耐久性を確保しつつコンパクトに構成することが切
に望まれている現状である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上記のような従来技術の問題点、及び過去から要請されてきた技術的課題を
解決することを目的とする。
【００１３】
　具体的に、本発明の目的は、第１上部装着部材、第２上部装着部材、及び後面装着部材
を角形垂直断面の角管で構成することによって、上下方向の振動及び衝撃による変形を最
小化できる電池パックを提供することにある。
【００１４】
　本発明の他の目的は、電池モジュールを、上方に向かって、角管構造物からなる第１上
部装着部材及び第２上部装着部材に組み立てることによって、電池パックの質量を角管構
造物で支え、且つコンパクトな構造を有する電池パックを提供することにある。
【００１５】
　本発明のさらに他の目的は、車両の一部形態を用いて電池パックの一部構造を形成する
ことによって、車両に安定して装着され、且つ車両内部に占める体積を最小化できる電池
パックを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　このような目的を達成するための本発明に係る電池パックは、
　（ａ）電池セル自体、又は２つ又はそれ以上の電池セルが内蔵された単位モジュールを
倒立形態に立てて積層した構造の電池モジュールが２列以上配列されている電池モジュー
ル配列体と、
　（ｂ）前記電池モジュール配列体の最外側の電池モジュールに密着された状態で電池モ
ジュール配列体の前面及び後面をそれぞれ支持する一対の側面支持部材（前面支持部材及
び後面支持部材）と、
　（ｃ）前記側面支持部材の下端に結合されて電池モジュール配列体の下端を支持する下
端支持部材と、
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　（ｄ）前記側面支持部材の上端が結合されており、倒立した電池モジュールの下端が結
合されており、一端部が外部デバイスに締め付けられる構造となっており、且つ角形垂直
断面の角管で構成されている２個以上の第１上部装着部材と、
　（ｅ）前記第１上部装着部材と垂直に交差するようにして第１上部装着部材の上端に結
合されており、両端部が外部デバイスに締め付けられる構造となっており、且つ角形垂直
断面の角管で構成されている第２上部装着部材と、
　（ｆ）電池モジュール配列体の後面に配置されており、両端部が外部デバイスに締め付
けられる構造となっており、且つ角形垂直断面の角管で構成されている後面装着部材と、
を備える。
【００１７】
　従って、本発明に係る電池パックは、第１上部装着部材及び第２上部装着部材が角形垂
直断面の角管で構成されているため、電池パックの振動及び衝撃による変形を、慣性モー
メント値の高い角管により最小化することができる。
【００１８】
　また、一対の側面支持部材が電池モジュール配列体の前面及び後面をそれぞれ支持して
いるため、側面支持部材の下端に結合されている下端支持部材の曲げ剛性を確実に補強す
ることができ、上下方向の振動に対する電池パック全体の構造的信頼性を十分に確保する
ことができる。
【００１９】
　また、後面装着部材及び第２上部装着部材の両端部、及び第１上部装着部材の一端部が
それぞれ、外部デバイスに締め付けられる構造となっているため、電池パックが外部デバ
イスとの締め付け位置よりも下に位置しても、電池パックを外部デバイスに容易で安定に
装着することができる。
【００２０】
　さらに、単位モジュールを倒立形態に立てて積層した構造の電池モジュールが２列以上
配列されているため、電池パックの構造的安全性を確保することができ、且つ１個の電池
モジュールで構成された従来の電池パック構造に比べて高出力・大容量の電気容量を提供
することができる。
【００２１】
　参考として、側面支持部材は、本明細書において、必要によって、電池モジュール配列
体の前面を支持する「前面支持部材」と電池モジュール配列体の後面を支持する「後面支
持部材」と表現することもあり、本明細書において各方向は、電池モジュール配列体の前
面に密着されている前面支持部材の方向から電池モジュールを透視した状態を基準に、「
前」、「後」、「左」、「右」、「上」、「下」と表現する。
【００２２】
　本発明でいう単位モジュールは、二次電池自体であるか、２つ又はそれ以上の二次電池
を内蔵した形態の小型モジュールであればよい。２つ又はそれ以上の二次電池を内蔵した
形態の単位モジュールの一例として、本出願人の韓国特許出願第２００６－１２３０３号
におけるモジュールが挙げられる。当該出願における単位モジュールは、２つの二次電池
が相互対面するように密着された状態で、入出力端子の形成されているフレーム部材に装
着された構造となっている。
【００２３】
　単位モジュールの他の例として、本出願人の韓国特許出願第２００６－２０７７２号及
び第２００６－４５４４４号におけるモジュールが挙げられる。これらの出願における単
位モジュールは、２つの二次電池を相互対面するように密着させた状態でその外面を一対
の高強度セルカバーで囲んだ構造となっている。
【００２４】
　これらの出願は参考として本発明の内容に組み入れられる。しかし、本発明の電池モジ
ュールにおいて単位モジュールの構造がこれらの出願の例に限定されるわけではない。
【００２５】
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　前記電池セルは、限られた空間で高い積層率を提供できるように板状型の電池セルであ
ると好ましく、例えば、ラミネートシートの電池ケースに電極組立体が内蔵された構造で
あればよい。
【００２６】
　具体的には、電池セルは、正極／分離膜／負極構造の電極組立体が電解液と共に電池ケ
ースの内部に封止されているパウチ型の二次電池であって、全体的に幅対比厚さが小さい
略直方体構造の板状型になっている。このようなパウチ型の二次電池は、一般的にパウチ
型の電池ケースで構成されており、該電池ケースは、耐久性に優れた高分子樹脂からなる
外部被覆層と、水分、空気などに対して遮断性を発揮する金属素材からなる遮断層と、熱
融着可能な高分子樹脂からなる内部シーラント層と、が順次に積層されているラミネート
シート構造となっている。
【００２７】
　前記角管は、中空型の四角バー（ｂａｒ）形状又は密閉型の四角バー形状であってよく
、好ましくは中空型の四角バー形状であればよい。これらの形状は、板材を所定の形態に
折り曲げたＩ形を持つ従来のフレームに比べて、慣性モーメント値が大きいため、電池パ
ックの振動に耐えられる耐振性を向上させることができる。ここでいう「四角バー形状」
は、四角形だけでなく、角張った形状、面取りした形状、１面又は２面以上が直線である
形状又は緩やかに屈曲した形状などのいずれの概念と理解してもよい。
【００２８】
　前記側面支持部材は、電池モジュールと下端支持部材からの圧力（曲げ荷重）を分散さ
せるように、好ましくは、前記電池モジュール配列体の最外側の電池モジュールに接する
本体部、該本体部の外周縁から外側方向に突出した形状の上端壁、下端壁、及び１対の側
壁で構成されている。ここで、「外側方向」とは、前記圧力に対向する方向、すなわち、
側面支持部材の本体部を中心に、電池モジュール及び下端支持部材が位置している方向と
反対の方向を指す。
【００２９】
　したがって、本発明に係る電池パックは、第１上部装着部材に下端が結合された状態で
倒立した電池モジュールを側面支持部材で密着させ、前記側面支持部材を下端支持部材で
再び固定させるから、電池モジュールを構成する単位モジュールの厚さ方向への移動及び
スウェリング現象を防止し、電池モジュールの安全性を向上させ且つ性能低下を效果的に
防ぐことができる。
【００３０】
　前記構造の好適な一例として、側面支持部材の上端壁は第１上部装着部材に溶接又はボ
ルト締めで結合されている構造であってもよい。
【００３１】
　一方、前記側面支持部材は、電池モジュール配列体の前面及び後面を容易に支持できる
形状であれば特に制限されないが、例えば、矩形の平面形状を有するものであればよい。
【００３２】
　前記下端支持部材の下部には、両端部が側面支持部材にそれぞれ結合されている下部プ
レートがさらに装着されており、電池パックへの外力の印加時に電池モジュール配列体が
下方へ移動することを、下端支持部と共に二重で防止することができる。
【００３３】
　好適な一例として、電池モジュールが２列に配列されて電池モジュール配列体を構成す
る場合に、前記下端支持部材は、各電池モジュールの両側下端部をそれぞれ支持するよう
に４個の部材で構成されるとよい。
【００３４】
　前記第１上部装着部材は、倒立した電池モジュールの下端に容易に装着し得るいかなる
構造にしてもよく、例えば、電池モジュール配列体の両側上端部にそれぞれ結合される２
個の両端部材と電池モジュール配列体の中央に結合される１個の中央部材とで構成され、
全体的に電池モジュール配列体の質量を均等に支える構造であるとよい。
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【００３５】
　前記第１上部装着部材の、外部デバイスとの締め付けのための一端部は、好ましくは、
第１上部装着部材の上端に結合される第２上部装着部材の高さだけ上方に折れ曲がってお
り、第１上部装着部材の端部及び第２上部装着部材の上端面が同一の高さを維持するとよ
い。
【００３６】
　場合によっては、電池モジュール配列体の上端面を補強するために、前記電池モジュー
ル配列体と第１上部装着部材との間に上部プレートがさらに装着されている構造であって
もよい。
【００３７】
　この構造の一例として、電池モジュール配列体は、電池モジュール配列体の質量を第１
上部装着部材が支えられるように、第１上部装着部材の下端に固定された上部プレートに
結合されている。
【００３８】
　他の例として、前記上部プレートは、第１上部装着部材に対応する部位が凹んでいる構
造とし、全体的に電池パックの高さを低く維持することができる。
【００３９】
　一方、一般的に電池パックは電気的配線構造を有しているから、前記下部プレートは、
電線の一種であるワイヤーが通過する空間を確保するために、後面装着部材の後方に伸延
していてもよい。
【００４０】
　場合によっては、前記第１上部装着部材と後面装着部材との結合力を向上させるように
、第１上部装着部材の他端部は後面装着部材の上端に結合されてもよい。
【００４１】
　さらに他の例として、前記第２上部装着部材と平行に第１上部装着部材の上端に補強ブ
ラケットがさらに装着されており、第１上部装着部材と第２上部装着部材との結合構造を
より補強させてもよい。
【００４２】
　一方、前記第１上部装着部材のうち少なくとも一つの上端には、安全プラグを固定する
ためのＵ字形のブラケットがさらに装着されていてもよい。
【００４３】
　一例として、前記後面装着部材は、電池モジュール配列体の後面に装着される冷却ファ
ンの両側面と下面を容易に取り囲む構造であれば特に制限はないが、好ましくは、Ｕ字形
のフレーム構造であればよい。
【００４４】
　他の例として、前記後面装着部材の両端部は、外部デバイスとの結合が容易となるよう
に、第２上部装着部材と平行に折れ曲がっており、折れ曲がった部位には締め付け孔が形
成されていてもよい。
【００４５】
　本発明はまた、前記電池パックを電源とし、限られた装着空間を有し、且つ頻繁な振動
や強い衝撃などに露出される電気自動車、ハイブリッド電気自動車、又はプラグ－インハ
イブリッド電気自動車を提供する。
【００４６】
　自動車の電源として用いられる電池パックは、所望の出力及び容量に応じて組み合わさ
れて作製されるとよい。
【００４７】
　この場合、前記自動車は、電池パックがトランク下端部、又はリアシートとトランクと
の間に装着される電気自動車、ハイブリッド電気自動車、又はプラグ－インハイブリッド
電気自動車であってよい。
【００４８】
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　特に、本発明に係る電池パックは、電池パックの上部が下部よりも大きい構造となって
いるため、電池パックが車両のトランク下端部であるスペアタイヤ空間に装着される場合
に好ましい。
【００４９】
　電池パックを電源として用いる電気自動車、ハイブリッド電気自動車、プラグ－インハ
イブリッド電気自動車などは当業界では公知のものであり、その詳細な説明は省略する。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】図１は、従来構造の電池パックを示す斜視図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例に係る電池パックを示す斜視図である。
【図３】図３は、図２の電池パックを後面から見た斜視図である。
【図４】図４は、図２の電池パックを側面から見た斜視図である。
【図５】図５は、図２の電池パックを上部から見た平面図である。
【図６】図６は、電池モジュールが倒立した構造を示す斜視図である。
【図７】図７は、図２の電池パックを正面から見た斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　以下では、本発明の実施例に係る電池パックを、図面を参照して説明するが、これは本
発明のより容易な理解を助けるためのもので、本発明の範ちゅうを限定するためのもので
はない。
【００５２】
　図２は、本発明の一実施例に係る電池パックを示す略斜視図であり、図３は、図２の電
池パックを後面から見た略斜視図である。
【００５３】
　また、図４は、図２の電池パックを側面Ｂから見た略斜視図であり、図５は、図２の電
池パックを上部から見た略平面図である。
【００５４】
　図２乃至図５を参照すると、電池パック８００は、電池モジュール配列体２００、一対
の側面支持部材である前面支持部材４００及び後面支持部材４１０、下端支持部材６００
、３個の第１上部装着部材３００、第２上部装着部材３１０、及び後面装着部材５００で
構成されている。
【００５５】
　電池モジュール配列体２００は、単位モジュールを倒立形態に立てて積層した構造の電
池モジュール２１０，２２０が２列に配列されており、前面支持部材４００と後面支持部
材４１０は、電池モジュール配列体２００の最外側の電池モジュールに密着された状態で
電池モジュール配列体２００の前面及び後面をそれぞれ支持している。
【００５６】
　下端支持部材６００は、前面支持部材４００及び後面支持部材４１０の下端に結合され
て電池モジュール配列体２００の下端を支持している。
【００５７】
　また、第１上部装着部材３００は、前面支持部材４００及び後面支持部材４１０の上端
、及び倒立した電池モジュール２１０，２２０の下端に結合されており、一端部３０６に
形成された締め付け孔３０８を通じて外部デバイスに締め付けられる。
【００５８】
　第２上部装着部材３１０は、第１上部装着部材３００と垂直に交差するようにして第１
上部装着部材３００の上端に結合されており、両端部３１２，３１４に形成された締め付
け孔を通じて外部デバイス（例えば、車両）に締め付けられる構造となっている。
【００５９】
　後面装着部材５００は、電池モジュール配列体２００の後面に配置されており、両端部
５０２，５０４に形成された締め付け孔５０６を通じて外部デバイス（例えば、車両）に
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締め付けられる。
【００６０】
　また、第１上部装着部材３００、第２上部装着部材３１０、及び後面装着部材５００は
、角形垂直断面を有する中空型の四角バーで構成されている。
【００６１】
　前面支持部材４００及び後面支持部材４１０は、矩形の平面形状を有するもので、電池
モジュール配列体２００の最外側の電池モジュールに接する本体部、本体部の外周縁から
外側方向に突出した形状の上端壁と下端壁、及び一対の側壁を有している。
【００６２】
　また、前面支持部材４００の上端壁は、第１上部装着部材３００とボルト締めで結合さ
れている。
【００６３】
　下部プレート７１０は、両側端部が前面支持部材４００及び後面支持部材４１０にそれ
ぞれ結合されている状態で下端支持部材６００の下部に装着されており、且つワイヤー（
図示せず）が通過する空間を確保するために後面装着部材５００の後方に伸延している。
【００６４】
　また、下端支持部材６００は、電池モジュール２１０，２２０の両側下端部をそれぞれ
支持する４個の部材で構成されている。
【００６５】
　第１上部装着部材３００は、電池モジュール配列体２００の両側上端部にそれぞれ結合
される２個の両端部材３０２，３０４と、電池モジュール配列体２００の中央に結合され
る１個の中央部材３０５とで構成されており、第１上部装着部材３００において、外部デ
バイスとの締め付けのための端部３０６は、第２上部装着部材３１０の高さだけ上方に折
れ曲がっている。
【００６６】
　また、電池モジュール配列体２００と第１上部装着部材３００との間に上部プレート７
００が装着されており、電池モジュール配列体２００は、電池モジュール配列体２００の
質量を第１上部装着部材３００が支えうるように、第１上部装着部材３００の下端に固定
された上部プレート７００に結合されている。
【００６７】
　上部プレート７００は、第１上部装着部材３００に対応する部位が凹んでいる。
【００６８】
　補強ブラケット７２０が、第１上部装着部材３００の上端に、第２上部装着部材３１０
と平行に装着されており、安全プラグ（図示せず）を固定するためのＵ字形のブラケット
７３０が、中央部材３０５の上端に装着されている。
【００６９】
　後面装着部材５００はＵ字形のフレーム構造になっており、電池モジュール配列体２０
０の後面に装着される冷却ファン（図示せず）の両側面と下面を取り囲むこととなる。
【００７０】
　また、後面装着部材５００の両端部５０２，５０４は第２上部装着部材３１０と平行に
折れ曲がっており、折れ曲がった部位には締め付け孔５０６が形成されているため、外部
デバイスとの結合が容易となる。
【００７１】
　一方、電池パック８００の後面部には、電池パックが前後方向（矢印）にスイングする
ことを抑制するために補強ブラケット５２０が後面支持部材４１０及び後面装着部材５０
０に結合されている。
【００７２】
　図６は、電池モジュールが倒立した構造を示す略斜視図であり、図７は、図２の電池パ
ックを正面から見た略斜視図である。
【００７３】
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　図６及び図７を参照すると、それぞれの単位モジュール２１２，２１４，２１６が第１
上部装着部材３００に倒立した状態で組み立てられている。これにより、従来の電池パッ
ク構造のように単位モジュールを上方から下方に向かって固定する時に発生する動特性の
問題を防止することができる。
【００７４】
　また、図２の電池パックにおいて、第１上部装着部材及び第２上部装着部材が一般のフ
レームで構成された構造（構造１）、及び角管で構成された構造（構造２）における振動
特性を把握するために、電池パックの左右方向、前後方向、及び上下方向にそれぞれ外力
を印加した場合の変形モードに対して共振点検出解析を行った結果を下記の表１に示す。
【００７５】
【表１】

【００７６】
　上記表１から、それぞれの変形モードにおいて、構造２は、角管で構成されている第１
上部装着部材及び第２上部装着部材に電池モジュールが固定されているため、一般のフレ
ームで構成された第１上部装着部材及び第２上部装着部材に電池モジュールが固定されて
いる構造１に比べて、高い振動でも構造的信頼性が大幅に向上することがわかる。
【００７７】
　したがって、この実験結果は、第１上部装着部材及び第２上部装着部材を、慣性モーメ
ント値の大きい角管で構成することだけで電池パックの耐久性を大幅に向上させることが
できるということを意味し、これは、予想もできなかった結果である。
【００７８】
　特に、本発明に係る電池パックは、３０Ｋｇ以上の重量を持つ電池パックを動力源とし
て使用し、且つ上下振動に弱い自動車に実際に適用することができる。
【００７９】
　本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、上記内容に基づい
て本発明の範ちゅう内で様々な応用及び変形を行うことが可能であろう。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　以上説明した通り、本発明に係る電池パックは、電池モジュールが２列以上配列されて
いるため、１個の電池モジュールで構成された従来の電池パック構造に比べて、高出力・
大容量の電気容量を提供することができ、且つ第１上部装着部材及び第２上部装着部材が
角形垂直断面の角管で構成されているため、上下方向の振動及び衝撃による変形を最小化
することができる。
【００８１】
　また、電池モジュールを、上方に向かって、角管構造物からなる第１上部装着部材及び
第２上部装着部材に組み立てることによって、電池パックの質量を角管構造物で支え、且
つ電池パック構造をコンパクトに構成することができる。
【００８２】
　さらに、車両の一部形態を用いて電池パックの一部構造を形成することによって、車両
に安定して装着され、且つ車両内部に占める電池パックの体積を最小化することができる
。
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